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幼稚園、小中学校における９月以降の教育活動について 

 

 

 港区教育委員会は、新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じて、令和２年６月１日

（月）から全ての幼稚園、小中学校において教育活動を再開しています。 

９月以降の教育活動についても引き続き、学校における感染及びその拡大のリスクを低

減した上で、学校の新しい生活様式を踏まえた教育活動を展開していきます。 

なお、感染症予防のために保護者が幼児・児童・生徒等を登校（登園）させなかった場

合は、引き続き欠席扱いとせず家庭学習を支援します。 

 つきましては、９月以降の教育活動の変更点は下記のとおりです。 

 

記 

 

 

１ 幼稚園は、８月２５日（火）から９月１１日（金）まで午前保育とします。１４日

（月）以降は、通常保育とし、原則として昼食を再開します。ただし、園児の人数、

園舎の広さなどを考慮し、各園で感染症予防の方法を工夫して昼食を実施します。 

 

 

なお、小学校・中学校は、８月２５日（火）から通常の登校とします。引き続き感染症

対策を講じた上で教育活動を行います。 

 

 

※ただし、現時点の判断であり、今後の状況により変更することもあります 

 


